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2はじめに

◼ 第38回本小委員会（2023年4月26日）において、一次調整力におけるスカウティング枠ならびに追加基準値に
ついて導入する方向で整理を行った。

◼ 一方、導入実現に向けては、引き続き検討を進め、導入開始時期については改めてお示しするとしていたところ。

◼ 今回、スカウティング枠ならびに追加基準値の導入に向けて論点整理・追加検討を行い、導入開始時期についても
検討を行ったため、ご議論いただきたい。



3（参考） 需給調整市場における検討課題について

出所）第41回需給調整市場検討小委員会（2023年8月17日）参考資料1をもとに作成
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html

http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html


4目次

1. スカウティング枠の導入について

（１）前回整理の振り返り

（２）論点の整理および検討

2. 追加基準値の導入について
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3. まとめ



5目次
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6前回整理の振り返り（１／３）

◼ 第6回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2023年3月8日）における報告を受け、応札不足の未然
防止、ひいては調整力調達コストの低減を目的とし、応動時間を30秒以内※とした一次相当の商品（以下、スカウ
ティング枠）の導入検討を行った。

※ 応動時間以外の商品要件および技術要件は変更しない。

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html


7前回整理の振り返り（２／３）

◼ 検討の結果、社会便益および早期実現性の観点から、スカウティング枠を平常時対応に特化したオフライン枠で取り
扱うことと整理した。また、スカウティング枠の対象は脱炭素調整力ともなりうるリソース発掘やアグリゲータ育成といった
観点とも整合的であることから、現行のオフライン枠と同様、「DSR※・蓄電池・発電機（1MW未満）」と整理した。

◼ 一方で、DSRについてはスカウティング枠の対象としているものの、脱炭素調整力の活用という観点から環境負荷の
大きい自家発DSRは対象外と整理したが、この点について委員より、「環境負荷の大小を判断する方法」について
ご質問をいただいたところ。

◼ 加えて、オブザーバーより、「系統用蓄電池の有効活用」の視点でも検討してはどうかとご意見をいただいたところ。

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

※環境負荷の大きい自家発DSRを除く。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html


8前回整理の振り返り（３／３）

◼ また、スカウティング枠の導入に向けて、引き続き検討を進め、一般送配電事業者の他システム開発・改修案件の
状況を踏まえ、導入開始時期については改めてお示しするとしていた。

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html


9（参考） 第38回需給調整市場検討小委員会 議事録（抜粋）

◼ （北野委員）
細かい点で 1 点、16 ページ、※印のスカウティング枠対象のところで、環境負荷の大きい自家発 DSR を除くと
記載があるのだが、この基準というのが具体的に検討され決まっているのか、それともこれから決まるものなのかというの
を伺いたい。環境負荷という観点で言うと、一つのカットオフ値で全部コントロールするのか、あるいは連続的に、例え
ば CO2 排出が大きいものについてはコストを上乗せしてといった形で評価するのか、どういうふうに検討されるのか伺い
たい。

◼ （小林オブザーバー）
21 ページについて、林委員からのご発言と重複するが、事業者視点で発言させていただく。今回ご紹介いただいた
スカウティング枠といった新しいリソースや、また今後、足元で系統用蓄電池も増加していく背景がある。自端制御で
指令値を必要としない一次調整力のオフライン枠拡大について、是非とも早期実現に向けた検討をお願いしたい。
現時点のオフライン枠は全国で 13 万 kW 超と認識しているが、既に各事業者が FID、すなわち投資決定されて
いる容量は数十万 kW 規模に増加しているため、このような系統用蓄電池の有効活用という視点でご検討いただき
たい。



10目次
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11スカウティング枠の導入に向けた論点整理について

◼ 第38回本小委員会（2023年4月26日）における整理および議論を踏まえ、スカウティング枠の導入に向けて
追加検討が必要な論点としては以下のとおり。

◼ 次頁以降で各論点について検討を行い、検討項目4（実務・システム対応）の中で、スカウティング枠の導入開始
時期についても併せて検討を行う。

No. 検討項目 論点

1 環境負荷の判断方法
• 自家発DSRにおける環境負荷の大小はどのように判断し、スカウティング枠

への参入を認めるか

２ 蓄電池の参入条件 • どのような蓄電池をスカウティング枠で取り扱うこととするか

３ リソースの確認方法 • リソースがスカウティング枠の参入対象であることをどのように確認するか

４ 実務・システム対応 • 実務面・システム面で新たに対応が必要な項目はあるか

５ 名称変更 • スカウティング枠の本格導入に際し、名称を改める必要があるか



12【検討項目１】 環境負荷の判断方法（１／２）

◼ 前回整理において、環境負荷の大きい自家発DSRについてはスカウティング枠の対象外と整理したものの、自家発
DSRにおける環境負荷の大小判断や基準等について不明瞭であったため、深掘り検討を行った。

◼ 自家発DSRとは、需要家の受電点以下に接続されているエネルギーリソース（発電設備、蓄電設備、負荷設備）
において、少なくとも自身で発電する発電設備および消費する負荷設備を有するDSRを指しているといえる。

◼ このうち、自家発DSRにおける環境負荷は「発電設備」に依存すると考えられることから、自家発DSRの環境負荷の
大小については、自家発DSRの発電設備に着目して検討を進めればよいものと考えられる。

M

系統

受電点

発電
設備

負荷
設備

負荷
設備

＜自家発DSRのイメージ＞

自家発DSRにおける環境負荷は
発電設備に依存

＜DSRの定義＞

出所）エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドラインをもとに作成
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200601001/20200601001-1.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200601001/20200601001-1.pdf


13【検討項目１】 環境負荷の判断方法（２／２）

◼ スカウティング枠は、脱炭素調整力となりうるリソースの発掘を目的の一つとしている。

◼ この点、長期脱炭素電源オークション（2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素電源への新規投資を促すため
の施策）の開始目的は、スカウティング枠の導入目的とも整合的であることから、自家発DSRにおける発電設備の
電源種別および燃料・発電方式等が、長期脱炭素電源オークションの対象電源に該当※1していれば、環境負荷
の小さい自家発DSRとして、スカウティング枠に参入できることとしてはどうか。

◼ なお、自家発DSR内に複数の発電設備が存在し、一つでも当該電源に該当しない発電設備が含まれる場合は、
環境負荷の小さい自家発DSRと言い切れないことから、スカウティング枠への参入を認めないこととしてはどうか。

◼ また、本整理はスカウティング枠のみならず、2024年度から開始されるオフライン枠の設計における考え方とも整合的
であることから、オフライン枠にも同様に適用することとしてはどうか。

M

系統

受電点

発電
設備

負荷
設備

負荷
設備

＜自家発DSRのイメージ＞

電源種別 燃料・発電方式等

火力 水素、アンモニア、バイオマス（専焼のみ）

水力 揚水、一般（貯水式、自流式）

蓄電池※2 ー

地熱 ー

原子力 ー

太陽光・風力 ー

※2 蓄電池容量等における参入制約は後述

発電設備の電源種別および燃料・発電方式等が
以下に該当する場合はスカウティング枠に参入可能

※1 LNG専焼火力は除く。



14（参考） 長期脱炭素電源オークションの対象電源

出所）容量市場長期脱炭素電源オークション（応札年度：2023年度）制度概要説明会（2023年6月）資料をもとに作成
https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2023/files/202306_youryou_gaiyousetsumei_long_r.pdf

https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2023/files/202306_youryou_gaiyousetsumei_long_r.pdf


15（参考） オフライン枠参入対象リソースに対する環境負荷判断の適用について

出所）第26回需給調整市場検討小委員会（2021年11月2日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_26_haifu.html

◼ 「DSR」は脱炭素調整力ともなりうるリソース発掘、「発電機（1,000kW未満）」はアグリゲータ育成といった異なる
目的でオフライン枠への参入を認めていることから、「発電機（1,000kW未満）」に対しては、前述の環境負荷の
判断方法は適用しない。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_26_haifu.html


16【検討項目２】 蓄電池の参入条件（１／３）

◼ 前回整理において、蓄電池はスカウティング枠（平常時対応に特化したオフライン枠）の対象と整理した。

◼ 一方で、蓄電池に関して本来的には、将来の脱炭素型調整力（再エネ主力化時の調整力の主体）として、一次
調整力（オフライン枠）のみならず、全ての調整機能の保有（オンライン機能の構築）を期待したいところ、蓄電池
を無条件でスカウティング枠参入可能にすると、逆に一次以外の脱炭素型調整力の導入が阻害されると考えられる
ことから、蓄電池の参入条件について追加検討を行った。

◼ 蓄電池については大きく、充放電出力電力の計測位置（受電点／機器点）や、蓄電池容量（1,000kW以上
／未満）によって分類でき、それぞれの形態により需給調整市場への参加方法が異なる。

◼ この点、DSRやアグリゲーションで参加する蓄電池（下表No.1、2）については、単独で市場参加が可能なリソース
と比較すると、専用線等構築の費用負担が相当大きくなることから、現状の整理同様、オフラインでの参加を許容、
すなわちスカウティング枠への参入可能とすることが合理的と考えられる。

◼ 他方、単独で需給調整市場へ参加可能な蓄電池（下表No.3）については、現行制度におけるオンライン化要件、
ならびに将来の脱炭素型調整力の考え方等とも整合を取る必要があると考えられることから、深掘り検討を行った。

No. 計測位置 蓄電池容量 需給調整市場への参加方法 スカウティング枠への参加

1 機器点 ー DSRとして参加、アグリゲーションで参加 可能

2 受電点 1,000kW未満 アグリゲーションで参加 可能

3 受電点 1,000kW以上 単独で参加 ※検討要

＜需給調整市場における蓄電池の参加方法＞



17（参考） 再エネ主力化時の調整力の主体

出所）第72回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2022年4月12日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/chousei_jukyu_72_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/chousei_jukyu_72_haifu.html


18【検討項目２】 蓄電池の参入条件（２／３）

◼ 蓄電池のスカウティング枠への参入可否については、蓄電池に対してオンライン化を求めるか否かが論点と考えられる
ことから、まずもって、現行の蓄電池に対するオンライン化要件等について確認を行った。

◼ 第43回系統ワーキンググループ（2022年11月30日）において、優先給電ルールにおける系統用蓄電池の取り
扱いについて議論され、蓄電池と役割が近い揚水が発電機と同列に位置付けられていることを踏まえ、需給バランス
制約による出力制御が生じる際は、発電機と同じ並びで系統用蓄電池の放電を抑制することと整理された。

◼ また、第44回系統ワーキンググループ（2023年2月28日）では、系統用蓄電池のオンライン出力制御等について
議論され、系統用蓄電池は太陽光発電等と同様の機能を具備しておくべきという考えから、系統連系にあたっては、
系統連系技術要件として電圧階級に応じた制御機能を具備することを求めることと整理された。

◼ 具体的には、特別高圧で系統連系を行う蓄電池に対しては専用線での出力制御機能の具備を求め、特別高圧
（一部の22kV等）や、高圧・低圧で系統連系を行う蓄電池に対しては、インターネット回線での出力制御機能を
求めることとなる。

◼ ここで、専用線における出力制御機能は需給調整市場において求めているオンライン制御機能と同義である一方、
インターネット回線での出力制御機能については、需給調整市場において求めているオンライン制御機能（専用線・
簡易指令システム）とは異なることから、調整力運用としてはオフラインと同義になる。

電圧階級 出力制御におけるオンライン化要件

特別高圧 専用線

特別高圧（一部の22kV等）、高圧、低圧
インターネット

（調整力運用としてはオフラインと同義）



19（参考） 優先給電ルールにおける系統用蓄電池の扱いについて

出所）第43回系統ワーキンググループ（2022年11月30日）資料3をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_03_00.pdf


20（参考） 系統用蓄電池のオンライン制御・出力制御について

出所）第44回系統ワーキンググループ（2023年2月28日）資料2をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/044_02_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/044_02_00.pdf


21（参考） 出力制御システムの構築について

出所）出力制御の「公平性の確保に係る指針（2022年4月改定）をもとに作成
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_denki.pdf

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_denki.pdf


22（参考） 専用線・簡易指令システム

出所）第84回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年3月22日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/chousei_jukyu_84_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/chousei_jukyu_84_haifu.html


23【検討項目２】 蓄電池の参入条件（３／３）

◼ また、第84回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年3月22日）において、長期脱炭素電源
オークションにおける蓄電池の要件について議論され、今後蓄電池を脱炭素型調整電源として活用することを目的と
して、設備容量が10MW以上の蓄電池に対しては原則、専用線の設置を求める（全ての調整機能を具備すること
を求める）ことと整理された。

◼ これらの蓄電池におけるオンライン化要件等の確認結果、ならびに将来の脱炭素型調整力の考え方等も踏まえると、
設備容量が1MW以上10MW未満、かつ電圧階級が特別高圧（一部の22kV等）・高圧の蓄電池に限り、
スカウティング枠への参入を認めることとしてはどうか。（なお、1MW未満の蓄電池についてはアグリゲーションにより
参入可能）

◼ また、本整理はスカウティング枠のみならず、2024年度から開始されるオフライン枠の設計における考え方とも整合的
であることから、オフライン枠にも同様に適用することとしてはどうか。

設備容量
需給調整市場
への単独参入

電圧階級※ 出力制御における
オンライン化要件

長期脱炭素電源
オークションにおける

入札要件

10MW以上 単独で参入可 特別高圧 専用線 専用線の設置

1MW以上、10MW未満 単独で参入可 特別高圧 専用線
ー

（入札不可）

1MW以上、10MW未満 単独で参入可
特別高圧（一部の
22kV等）／高圧

インターネット
（調整力運用としてはオフラインと同義）

ー
（入札不可）

1MW未満 単独で参入不可 高圧／低圧
インターネット

（調整力運用としてはオフラインと同義）
ー

（入札不可）

※ 電圧階級ごとの設備容量として、特別高圧は「契約電力2,000kW（2MW）以上の大規模施設」
高圧は「50～2,000kWの施設」、低圧は「50kW未満で一般家庭や商店」が対象となる



24（参考） 長期脱炭素電源オークションにおける要件

出所）第84回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年3月22日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/chousei_jukyu_84_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/chousei_jukyu_84_haifu.html
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◼ これまでの議論のとおり、スカウティング枠は対象となるリソースが限定されることから、リソースがスカウティング枠の対象
か否かを確かめる必要がある。

◼ この点、現行オフライン枠における確認方法を準用し、調整力提供者がスカウティング枠への参入を希望する場合
は、リソースがスカウティング枠の対象であることを証明する書面等を事前審査時に提出し、属地エリアの一般
送配電事業者による確認をもって、スカウティング枠に参入できることとしてはどうか。

◼ なお、属地TSOによる抜き打ち調査等により、調整力提供者による虚偽申告等の不正が発覚した場合には、需給
調整市場の取引規程における禁止行為に該当するため、属地TSOは調整力提供者を除名することができる。

【検討項目３】 リソースの確認方法

出所）取引規程（需給調整市場）2023年8月1日実施をもとに作成
https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/outline/docs/kitei_230801.pdf

https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/outline/docs/kitei_230801.pdf
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◼ スカウティング枠は平常時対応に特化したオフライン枠で取り扱うことと整理したため、現行のオフライン枠での対応に
準拠することにより、実務面で（システム外で）新たに対応が必要な項目は発生しないものと考えられる。

◼ 一方、システム面では事前審査やアセスメントにおいて、一定のシステム改修が必要となる見込み。

【検討項目４】 実務・システム対応（１／２）

取引工程 実務対応項目 システム対応項目※

資格審査 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠）

事前審査 特になし（オフライン枠の対応に準拠）
・30秒応動が可能かを確かめることが可能となるよう改修
（改修対象：アセスメントシステム）

契約締結 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠）

入札 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠）

約定 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠）

計画提出 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠）

（リソース応動） 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠

アセスメント 特になし（オフライン枠の対応に準拠）
・異常時のアセスメントは対象外とするよう改修
（改修対象：アセスメントシステム）

ペナルティ 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠）

精算 特になし（オフライン枠の対応に準拠） 特になし（オフライン枠の対応に準拠）

※ システム対応が必要となる項目は、属地の一般送配電事業者により異なる。



27【検討項目４】 実務・システム対応（２／２）

◼ 前述のとおり、スカウティング枠の導入実現にあたっては、実務面で新たに対応が必要な項目はないものの、システム
の改修が必要となるため、実質的にシステム改修完了時期がスカウティング枠の導入開始時期になると考えられる。

◼ スカウティング枠の導入に伴うシステム改修完了時期について、一般送配電事業者にて検討を行った結果は以下の
とおり。（スカウティング枠導入以外のシステム開発・改修案件の状況を踏まえ検討）

➢ 2024年度中にシステム改修完了見込み：7社

➢ 2025年度中にシステム改修完了見込み：1社

➢ 2026年度中にシステム改修完了見込み：1社

◼ スカウティング枠の導入は可能な限り早期の実現が望ましいことから、2024年度中にシステム改修が可能な7社に
ついては2025年4月から導入開始とし、残る2社についてはシステム開発と並行してハンド対応の準備を進め、
システム開発完了もしくはハンド対応での準備完了次第、速やかに導入開始としてはどうか。

＜前提条件＞
• 2023年度中に要件が確定すること
• 開発メーカーのリソースが十分にあること
• 新たなシステム改修項目が発生しないこと

＜システム開発改修完了時期（見込み）＞

システム改修完了時期（見込み） 会社数 導入開始時期

2024年度中 7社 2025年4月

2025年度中 1社 システム改修完了もしくはハンド対応準備完了後速やかに

2026年度中 1社 同上



28【検討項目５】 名称変更について

◼ 「スカウティング枠」という名称は、第6回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2023年3月8日）にて
使用されていた名称であるものの、本格導入（定着）に際し、今後新たに導入する項目と混同しないこと、また、
現行のオフライン枠との関係性に誤解を生じないような名称とすることが望ましいと考えられる。

◼ この点、スカウティング枠は、一次調整力における応動要件のみを緩和した枠組みであり、平常時対応に特化した
オフライン枠で取り扱うと整理したことから、実質的に現行のオフライン枠における応動要件のみを10秒から30秒に
緩和した枠組みといえる。

◼ 上記を踏まえ、オフライン枠とスカウティング枠が別の枠組みであると捉えられないよう、スカウティング枠の導入後
（オフライン枠の応動要件の緩和後）も、引き続き名称は「オフライン枠」のままとしてはどうか。
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30前回整理の振り返り（１／３）

◼ 第6回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2023年3月8日）における報告を受け、調整力提供者
負担の軽減による応札インセンティブ増加、ひいては応札不足の未然防止を目的とし、追加基準値の導入検討を
行った。

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html


31前回整理の振り返り（２／３）

◼ 検討の結果、一次においては、追加基準値を採用した場合であっても問題なくアセスメント等が可能であるため、
需要変動の適切な扱い等の観点も踏まえ、一次のみのリソースに限り、追加基準値を導入することと整理した。

◼ また、アセスメントⅡにおいては追加基準値（実需給の5分前平均値）を使用するものの、アセスメントⅠにおいては
落札ブロック内で需要に合わせた基準値にすべきと考えられることから、実需給の5分前平均値の30分毎の平均値
を使用することと整理した。

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html


32前回整理の振り返り（３／３）

◼ また、基準値設定方法の追加に向けて、引き続き検討を進め、一般送配電事業者の他システム開発・改修案件の
状況を踏まえ、導入開始時期については改めてお示しすることとした。

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html
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34追加基準値の導入に向けた論点整理

◼ 第38回本小委員会（2023年4月26日）における整理を踏まえ、追加基準値の導入に向けて追加で検討が
必要な論点としては以下のとおり。

◼ 次頁以降で各論点について検討を行い、検討項目１（実務・システム対応）の中で、追加基準値の導入開始
時期についても併せて検討を行う。

No. 検討項目 論点

１ 実務・システム対応 • 実務面・システム面で新たに対応が必要な項目はあるか

２ 名称変更 • 本格導入に際し、名称を改める必要があるか



35【検討項目１】 実務・システム対応（１／２）

◼ 追加基準値の導入は、実質的に一次調整力における新たなアセスメント方法の追加に等しいものであるため、改修
が必要となるシステムは多岐にわたる見込み。

◼ 一方、実務面については、システム改修に伴うビジネスプロトコル規約の改定等が必要と考えられるものの、システム
改修の期間内で十分に対応が可能と考えられる。

取引工程 実務対応項目 システム対応項目※

資格審査 特になし 特になし

事前審査
・ビジネスプロトコル
規約等の改定

・リスト・パターン登録時に追加基準値を選択できるよう改修
（改修対象：需給調整市場システム）

契約締結 特になし 特になし

入札 特になし
• 取引会員がオフラインリソースの追加基準値を提出できるよう改修

（改修対象：需給調整市場システム）

約定 特になし 特になし

計画提出 特になし 特になし

（リソース応動） 特になし
・追加基準値を作成できるよう改修
（改修対象：中給システム）

アセスメント 特になし
・基準値取込みデータを変更できるよう改修（改修対象：精算システム）
・追加基準値をもとにアセスメントを実施できるよう改修（改修対象：アセスメントシステム）

ペナルティ 特になし • （必要に応じ）算定ロジックの改修（改修対象：精算システム）

精算 特になし
• MMSから連携される新たな基準値計画を取り込めるよう改修（改修対象：精算システム）
• （必要に応じ）算定ロジックの改修（改修対象：精算システム）

※ システム対応が必要となる項目は、属地の一般送配電事業者により異なる。



36【検討項目１】 実務・システム対応（２／２）

＜前提条件＞
• 2023年度中に要件が確定すること
• 開発メーカーのリソースが十分にあること
• 新たなシステム改修項目が発生しないこと

＜システム開発改修完了時期（見込み）＞

システム改修完了時期（見込み） 会社数 導入開始時期

2024年度中 6社 2025年4月

2025年度中 1社 システム改修完了もしくはハンド対応準備完了後速やかに

2026年度中 2社 同上

◼ 前述のとおり、追加基準値の導入にあたっては、複数に亘るシステム改修が必要であり、実務面についてはシステム
改修期間中に対応可能と考えられることから、実質的にシステム開発完了時期が追加基準値の導入開始時期に
なると考えられる。

◼ 追加基準の導入に伴うシステム改修完了時期について、一般送配電事業者にて検討を行った結果は以下のとおり。
（追加基準値導入以外のシステム開発・改修案件の状況を踏まえ検討）

➢ 2024年度中にシステム改修完了見込み：6社

➢ 2025年度中にシステム改修完了見込み：1社

➢ 2026年度中にシステム改修完了見込み：2社

◼ 追加基準値の導入は、可能な限り早期の実現が望ましいことから、2024年度中にシステム改修が可能な6社に
ついては2025年4月から導入開始とし、残る3社についてはシステム開発と並行してハンド対応の準備を進め、
システム開発完了もしくはハンド対応での準備完了次第、速やかに導入開始としてはどうか。



37【検討項目２】 名称変更

◼ 追加基準値の本格導入（定着）に際しては、今後新たに追加する項目と混同しないこと、また、現行の基準値
（直前計測型、事前予測型）のように、名称のみでどのような基準値設定方法か分かるような名称に改めることが
望ましいと考えられる。

◼ この点、追加基準値は、実需給の5分前の平均値をアセスメントⅡの基準値とするものであるということから、現行の
基準値における”○○型”という名称とも平仄を合わせ、「逐次計測型」としてはどうか。
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39まとめ

【スカウティング枠の導入について】

◼ 自家発DSRにおける発電設備の電源種別および燃料・発電方式等が、長期脱炭素電源オークションの対象電源
に該当※していれば、環境負荷の小さい自家発DSRとして、スカウティング枠に参入できることとしてはどうか。（ただし、
一つでも脱炭素電源に該当しない発電設備が含まれる場合は、スカウティング枠に参入不可）

◼ 単独で需給調整市場に参入が可能な1MW以上の蓄電池については、設備容量が1MW以上10MW未満、かつ
電圧階級が特別高圧（一部の22kV等）・高圧の蓄電池に限り、スカウティング枠に参入できることとしてはどうか。

◼ 上記2点については、2024年度から開始されるオフライン枠にも同様に適用してはどうか。

◼ 調整力提供者がスカウティング枠への参入を希望する場合は、リソースがスカウティング枠の対象であることを証明する
書面等を事前審査時に提出し、属地エリアの一般送配電事業者による確認をもって、スカウティング枠に参入できる
こととしてはどうか。

◼ スカウティング枠の導入時期について、2024年度中にシステム改修可能な7社については2025年4月から導入
開始とし、残る2社についてはシステム開発と並行してハンド対応の準備を進め、システム開発完了もしくはハンド
対応での準備完了次第、速やかに導入開始としてはどうか。

◼ スカウティング枠導入後（応動要件の緩和後）も、引き続き名称は「オフライン枠」のままとしてはどうか。

【追加基準値の導入について】

◼ 追加基準値の導入時期について、2024年度中にシステム改修が可能な6社については2025年4月から導入開始
とし、残る3社についてはシステム開発と並行してハンド対応の準備を進め、システム開発完了もしくはハンド対応での
準備完了次第、速やかに導入開始としてはどうか。

◼ 現行の基準値における”○○型”という名称とも平仄を合わせ、新たに名称を「逐次計測型」としてはどうか。

※LNG専焼火力は除く。


